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福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 26年 ５ 月 30日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 高 瀬 淳
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ３ 号

福 島 県 道 路 交 通 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則
福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 昭 和 35年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 14号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。
第 ２ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 第 97条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 」 の 次 に 「 、 第 ５ 号 」 を 加 え る 。
第 29条 の ２ 第 １ 項 中 「 第 29条 の ２ 第 ２ 項 」 を 「 第 29条 の ２ 第 ３ 項 」 に 改 め る 。
第 30条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 の 規 定 に 該 当 す る 者 又 は 免 許 試 験 」 を 「 か ら 第 ３ 項 ま で の 規

定 に よ り 行 う と き 」 に 改 め 、 「 を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 「 と き 」 の 次 に 「 を 除 く 。 ） 」 を
加 え 、 同 項 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
⑵ 法 第 102条 第 ４ 項 又 は 第 ５ 項 の 規 定 よ り 行 う と き （ 仮 免 許 の 免 許 試 験 に 合 格 し た
者 に つ い て 行 う と き を 除 く 。 ） 。 様 式 第 19号 の ２ の 臨 時 適 性 検 査 通 知 書

第 30条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 臨 時 適 性 検 査 通 知 書 」 の 次 に 「 （ 仮 運 転 免 許 用 ） 」 を 加 え 、
同 項 第 ４ 号 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 様 式 第 19号 の ５ 」 を 「 様 式 第 19号 の ２ 」 に 改 め る 。
第 3 0条 の ２ 中 「 様 式 第 1 9号 の ６ 」 を 「 様 式 第 1 9号 の ４ 」 に 、 「 様 式 第 1 9号 の ７ 」 を

「 様 式 第 19号 の ５ 」 に 改 め る 。
第 30条 の ３ を 第 30条 の ４ と し 、 第 30条 の ２ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。
（ 医 師 の 届 出 等 ）

第 30条 の ３ 法 第 101条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 様 式 第 19号 の ６ の 届 出 書 に よ
り 行 う も の と す る 。

２ 法 第 10 1条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 要 求 は 、 様 式 第 19号 の ７ の 確 認 要 求 書 に
よ り 行 う も の と す る 。
第 36条 の ４ 第 ３ 項 中 「 取 消 処 分 者 講 習 終 了 証 書 」 を 「 取 消 処 分 者 講 習 終 了 証 明 書 」 に

改 め る 。
第 36条 の 11第 ３ 項 中 「 初 心 運 転 者 講 習 終 了 証 書 」 を 「 初 心 運 転 者 講 習 終 了 証 明 書 」 に

改 め る 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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第 39条 第 ８ 号 中 「 （ 特 定 失 効 者 」 の 次 に 「 及 び 特 定 取 消 処 分 者 」 を 加 え 、 「 特 定 失 効
者 講 習 手 数 料 納 付 書 」 を 「 特 定 失 効 者 、 特 定 取 消 処 分 者 講 習 手 数 料 納 付 書 」 に 改 め る 。
様 式 第 19号 及 び 様 式 第 19号 の ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

様 式 第 １ ９ 号 （ 第 30条 関 係 ）

福 公 委 （ ） 第 号

臨 時 適 性 検 査 通 知 書

年 月 日

住 所
様

福 島 県 公 安 委 員 会 印

あ な た は 、 講 習 予 備 検 査 （ 認 知 機 能 検 査 ） の 結 果 、 「 記 憶 力 ・ 判 断 力 が 低 く
な つ て い る 」 と の 判 定 を 受 け 、 特 定 の 交 通 違 反 が あ る こ と か ら 、 道 路 交 通 法

に よ る 臨 時 適 性 検 査 （ 認 知 症 の 専 門 医 に よ る 診 断 ） を 受 け て い た
だ く こ と と な り ま し た の で 、 通 知 し ま す 。
こ の 通 知 を 受 け 、 や む を 得 な い 理 由 な く 臨 時 適 性 検 査 を 受 け な い 場 合 は 、 運 転

免 許 の の 処 分 を 受 け る こ と と な り ま す の で 、 御 注 意 く だ さ い 。

適 性 検 査 を 講 習 予 備 検 査

行 う 理 由 特 定 の 交 通 違 反

午 前
適 性 検 査 を 行 う 期 日 年 月 日 時 分 か ら

午 後

適 性 検 査 を 行 う 場 所

そ の 他 必 要 な 事 項

備 考

備 考
１ 認 知 症 の 診 断 結 果 が 記 載 さ れ た 主 治 医 （ か か り つ け 医 ） の 診 断 書 を 提 出 し た
場 合 に は 、 臨 時 適 性 検 査 （ 認 知 症 の 専 門 医 に よ る 診 断 ） を 受 け る 必 要 は あ り ま
せ ん 。

２ 診 断 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 年 月 日 ま で に 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部
運 転 免 許 課 係 に 提 出 し て く だ さ い 。

３ こ の 通 知 に つ い て 、 不 明 な 点 が あ る 場 合 に は 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部 運 転 免
許 課 係 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

様 式 第 １ ９ 号 の ２ （ 第 30条 関 係 ）

福 公 委 （ ） 第 号

臨 時 適 性 検 査 通 知 書

年 月 日

住 所
様

福 島 県 公 安 委 員 会 印

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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あ な た は 、 下 記 の と お り 道 路 交 通 法 に よ る 臨 時 適 性 検 査
（ 専 門 医 に よ る 診 断 ） を 受 け て い た だ く こ と と な り ま し た の で 、 通 知 し ま す 。
こ の 通 知 を 受 け 、 や む を 得 な い 理 由 な く 臨 時 適 性 検 査 を 受 け な い 場 合 は 、

の 処 分 を 受 け る こ と と な り ま す の で 、 御 注 意 く だ さ い 。

適 性 検 査 を 行 う 理 由

午 前
適 性 検 査 を 行 う 期 日 年 月 日 時 分 か ら

午 後

適 性 検 査 を 行 う 場 所

そ の 他 必 要 な 事 項

備 考

備 考
１ 診 断 結 果 が 記 載 さ れ た 主 治 医 （ か か り つ け 医 ） の 診 断 書 を 提 出 し た 場 合 に は 、
臨 時 適 性 検 査 （ 専 門 医 に よ る 診 断 ） を 受 け る 必 要 は あ り ま せ ん 。

２ 診 断 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 年 月 日 ま で に 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部
運 転 免 許 課 係 に 提 出 し て く だ さ い 。

３ こ の 通 知 に つ い て 、 不 明 な 点 が あ る 場 合 に は 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部 運 転 免
許 課 係 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

「

様 式 第 19号 の ３ 中 「 臨 時 適 性 検 査 通 知 書 」 の 次 に 「 （ 仮 運 転 免 許 用 ） 」 を 加 え 、

「
午

年 月 日 を 年 月 日
午

」

前
時 分 か ら に 改 め る 。

後
」

様 式 第 19号 の ４ か ら 様 式 第 19号 の ７ ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
様 式 第 １ ９ 号 の ４ （ 第 30条 の ２ 関 係 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 指 令 （ ） 第 号

適 性 検 査 受 検 命 令 書

年 月 日

住 所
様

福 島 県 公 安 委 員 会 印

道 路 交 通 法 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 適 性 検 査 の 受 検 を 命 じ
ま す 。
な お 、 こ の 命 令 に 違 反 し て 適 性 検 査 を 受 け な い 場 合 は 、 運 転 免 許 の

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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の 処 分 を 受 け る こ と と な り ま す 。

適 性 検 査 を 行 う 理 由

午 前
適 性 検 査 を 行 う 期 日 年 月 日 時 分 か ら

午 後

適 性 検 査 を 行 う 場 所

そ の 他 必 要 な 事 項

備 考

備 考 こ の 命 令 に つ い て 、 不 明 な 点 が あ る 場 合 に は 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部 運 転 免
許 課 係 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

様 式 第 １ ９ 号 の ５ （ 第 30条 の ２ 関 係 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 指 令 （ ） 第 号

診 断 書 提 出 命 令 書

年 月 日

住 所
様

福 島 県 公 安 委 員 会 印

道 路 交 通 法 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 道 路 交 通 法 施 行 規 則
に 規 定 す る 要 件 を 満 た す 医 師 の 診 断 書 の 提 出 を 命 じ ま す 。

な お 、 こ の 命 令 に 違 反 し て 診 断 書 を 提 出 し な い 場 合 は 、 運 転 免 許 の
の 処 分 を 受 け る こ と と な り ま す 。

診 断 書 の 提 出 を
命 ず る 理 由

診 断 書 の 提 出 期 限 年 月 日

診 断 書 の 提 出 先

そ の 他 必 要 な 事 項

備 考

備 考
１ 道 路 交 通 法 施 行 規 則 に 規 定 す る 要 件 と は 、 主 治 医 （ か か り
つ け 医 ） が 作 成 し た 診 断 書 で 、 処 分 の 理 由 と さ れ る 事 由 に 該 当 し な い と 認 め ら
れ る か ど う か に 関 す る 当 該 医 師 の 意 見 が 記 載 さ れ て い る も の で あ る こ と で す 。

２ こ の 命 令 に つ い て 、 不 明 な 点 が あ る 場 合 に は 、 福 島 県 警 察 本 部 交 通 部 運 転 免
許 課 係 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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様 式 第 １ ９ 号 の ６ （ 第 30条 の ３ 関 係 ）

届 出 書

年 月 日

福 島 県 公 安 委 員 会

道 路 交 通 法 第 101条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。
医 師
住 所

医 療 機 関 名

氏 名 ○印

患 住 所

フ リ ガ ナ
者 男 ・ 女

氏 名

生 年 月 日 年 月 日 生 （ 歳 ）

病 名

病 状

参 考 事 項

様 式 第 １ ９ 号 の ７ （ 第 30条 の ３ 関 係 ）

確 認 要 求 書

年 月 日

福 島 県 公 安 委 員 会

道 路 交 通 法 第 101条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 確 認 を 求 め ま す 。
医 師
住 所

医 療 機 関 名

氏 名 ○印

住 所
患

フ リ ガ ナ

男 ・ 女
者 氏 名

生 年 月 日 年 月 日 生 （ 歳 ）
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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（ 回 答 書 送 付 先 ）

医 療 機 関 名

〒 －
所 在 地

電 話 番 号

様 式 第 19号 の ８ か ら 様 式 第 19号 の 11ま で の 規 定 中 「 （ 第 30条 の ３ 関 係 ） 」 を 「 （ 第 30
条 の ４ 関 係 ） 」 に 改 め る 。

「 本 籍
「 住 所

住 所
様 式 第 33号 の ２ 及 び 様 式 第 33号 の ２ の ２ 中 を 氏 名 に 改 め る 。

氏 名
生 年 月 日 」

生 年 月 日 」
様 式 第 33号 の ３ 及 び 様 式 第 33号 の ４ 中 「 取 消 処 分 者 講 習 修 了 証 書 」 を 「 取 消 処 分 者 講

「 本 籍
「 住 所

住 所
習 修 了 証 明 書 」 に 、 を 氏 名 に 、 「 あ な た は 、 」 を 「 上 記 の 者 は 、

氏 名
生 年 月 日 」

生 年 月 日 」
年 月 日 」 に 、 「 こ と を 証 し ま す 」 を 「 者 で あ る こ と を 証 明 す る 」 に 改 め る 。

様 式 第 40号 中 「 初 心 運 転 者 講 習 修 了 証 書 」 を 「 初 心 運 転 者 講 習 修 了 証 明 書 」 に 、 「 証
す る 」 を 「 証 明 す る 」 に 改 め る 。

「 特 定 失 効 者
様 式 第 46号 の ２ 中 「 特 定 失 効 者 講 習 手 数 料 納 付 書 」 を 講 習 手 数 料 納

特 定 取 消 処 分 者
付 書 」 に 改 め る 。

附 則
（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 26年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 36条 の ４ 及 び 第 36条 の 11
の 改 正 規 定 、 様 式 第 33号 の ２ 、 様 式 第 33号 の ２ の ２ 、 様 式 第 33号 の ３ 、 様 式 第 33号 の
４ 及 び 様 式 第 40号 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ て い る 改 正 前 の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 以 下 「 旧 規
則 」 と い う 。 ） 様 式 第 33号 の ２ 又 は 様 式 第 33号 の ２ の ２ に よ る 取 消 処 分 者 講 習 受 講 申
請 書 は 、 改 正 後 の 福 島 県 道 路 交 通 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 様 式 第 33号 の ２ 又
は 様 式 第 33号 の ２ の ２ に よ る 取 消 処 分 者 講 習 受 講 申 請 書 と み な す 。

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 交 付 さ れ て い る 旧 規 則 様 式 第 33号 の ３ 又 は 様 式 第 33号 の ４
に よ る 取 消 処 分 者 講 習 終 了 証 書 及 び 様 式 第 40号 に よ る 初 心 運 転 者 講 習 終 了 証 書 は 、 そ
れ ぞ れ 新 規 則 様 式 第 33号 の ３ 又 は 様 式 第 33号 の ４ に よ る 取 消 処 分 者 講 習 終 了 証 明 書 及
び 様 式 第 40号 に よ る 初 心 運 転 者 講 習 終 了 証 明 書 と み な す 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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